
「令和６年度長崎県中山間地域ボランティア支援センター運営業務委託」 

業務仕様書 

１ 適 用 

この仕様書は、長崎県(以下、「県」という。)が実施する令和６年度長崎県

中山間地域ボランティア支援センター運営業務(以下、「本業務」という。)の

受託事業者に要求する業務の実施内容について明らかにするものである。 

ただし、業務の性格上、運営業務として一般的に必要とされる業務の実施は

もちろんのこと、この仕様書に記載のない事項であっても、県と受託事業者が

協議して定めた事項はこれを遵守し、業務の遂行に当たらなければならない。 

 

２ 本業務の目的 

中山間地域の農山村集落（以下、「集落」という。）は、農業生産活動や集落

維持活動を通じて、県土の保全や水資源のかん養、美しい原風景の形成等の多面

的機能を発揮しており、集落下流域や周辺地域を含めた農業・農村の保全や県民

生活の安定を図る上からも重要な役割を果たしている。しかし、近年、高齢化や

人口減少等による担い手不足の進行によりこれらの活動の継続が危惧されてい

る。 

このため、『長崎県ボランティアと農山村集落の協働による集落維持活動事業』

（以下、「本事業」という。）では、集落と『ボランティア活動を行う団体（企

業等、川下集落）及び個人』（以下、「ボランティア」という。）による共働活

動を促す仕組みづくりを行い、農地等地域資源の保全管理に取り組む集落を支

援する。 

 

３ 設置の概要 

  受託事業者は、業務の趣旨を達するため、以下により「長崎県中山間地域ボ

ランティア支援センター」を設置する。 

 （１）名称 

    長崎県中山間地域ボランティア支援センター（以下、「センター」とい

う。） 

 （２）所在地 

原則として、受託事業者が現在、活動拠点としている事務所内に設置す

るものとし、委託業務期間中に所在地を変更してはならない。ただし、県

と協議のうえ書面による承諾を受けた場合は、この限りでない。 

 （３）運営体制 

  ① 利用時間 

    午前９時から午後５時４５分を基本に、県と受託事業者の協議により



決定する。 

  ② 職員 

    上記①の利用時間内においては、責任をもって業務対応できる職員が

常駐することを原則とする。 

  ③ 休業日 

    以下の内容を基本に、県と受託事業者の協議により決定する。 

     ア．週休二日制 

     イ．１２月２９日から翌年の１月３日まで 

     ウ．国民の祝日・休日 

  ④ 休日、時間外の対応 

    休日、時間外においても、緊急時等の連絡や対応ができるよう体制の整

備を行うこと。 

  ⑤ 上記①③④の事項については、契約後速やかに協議、決定を行い、県に

報告すること。 

 （４）運営期間 

    契約期間は、契約日から令和７年３月２５日までとするが、受託事業者

は契約の日から令和７年３月１９日まで本業務を実施し、業務完了報告

書を令和７年３月２５日までに提出するものとする。 

 

４ 業務の遂行 

（１）業務遂行にあたっての考え方 

業務遂行にあたっては、業務の目的を達するため、業務客体に対し懇

切丁寧な対応を心がけ、質の高いサービスを提供するよう努めなければ

ならない。 

（２）管理者 

  ① 受託事業者は、契約の履行に関し、委託業務の管理、統括等を行う

管理者を定め、県に通知するものとする。なお、管理者を変更する場

合も同様とする。また、管理者は、本業務に専任的に従事できる者で

なければならない。 

  ② 委託業務を適正、かつ、円滑に実施するため、管理者と県は常に密

接な連絡をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内

容については、その都度受託事業者が業務打合簿に記録し、相互に確

認するものとする。 

  ③ 管理者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速

やかに県と協議するものとする。 

（３）関連法令及び条例の遵守 



受託事業者は、委託業務の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び

条例等を遵守しなければならない。 

 

５ 業務内容 

具体的な業務内容については、下記のとおりとする。なお、その内容につい

ては、県及び受託事業者の相互協議のうえ変更することがある。 

なお、業務対象数については、別紙中山間ボランティア支援センター運営業

務積算書による。 

（１） 窓口一般 中山間ボランティア活動に関する相談窓口用務 

（２） ボランティア登録 

    別途県が実施する意向調査の結果を踏まえ、訪問や打ち合わせによ

り詳細を確認し、集落（受入側）、ボランティア（活動側）のボラン

ティア登録を依頼する。 

（３） ボランティア活動支援 

受入側と活動側の日程調整を行い、必要に応じ、資材準備、現地まで

の交通手段確保等を行う。また活動後、受入側はセンターに対して実

績報告を行う。 

 （４） 指導員等支援業務 

      県は都市住民との交流活動及び集落維持活動等に対して、指導・助

言等を行う「長崎県ふるさと水と土指導員」（以下、「指導員」と

いう。）を設置しており、その指導員に対し、全国研修派遣業務及

び県内研修会を行う。なお、指導員旅費等については県から直接支

給する。 

 （５） ＰＲ、情報発信業務 

中山間地域ボランティア活動を推進するための資料を作成し、Ｐ

Ｒ・推進活動を行う。また、本県棚田の保全活動等の周知・ＰＲを

実施する。 

なお、上記業務を実施するために必要な消耗品費、通信運搬費、

県内旅費等についての事務費についても、委託料の中で負担するも

のとする。 

 

 

６ 契約の変更等 

 （１）仕様変更 

   県が、仕様の変更や訂正を受託事業者と協議する場合においても業務打

合簿に記録し、相互に確認するものとする。 



 （２）契約変更 

   県は、次に掲げる場合において、本業務委託契約の変更を行うものとす

る｡ 

  ①委託料に変更を生じる場合 

  ②履行期間の変更を行う場合 

  ③県と受託事業者が協議し委託業務の施行上必要があると認められる場合 

 

 


